
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

相続手続がいくつもある場合にお勧めです。 

手続が同時に進められ、時間短縮につながります。 

「法定相続情報証明制度」（無料）を御活用ください！ 

 この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍・除籍を何度も出し直す必要がなくなります（※）。 
法務局での相続登記申請も簡易な手続ですることができます。 

※ 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。 

 

 

 なんだいわからんわぁ。困ったねぇ。 

 

こんなときは！！ 

お父さんが亡くなったけど、預貯金や 

不動産の相続手続はどげすればいいだぁか？ 

返却 

返却 

登記所(相続登記) 

Ｂ銀行(預金払戻) 

法定相続情報一覧図の写し（無料）を

提出することで様々な手続が簡単に！ 

Ａ銀行(預金払戻) 

従 来 法定相続情報証明制度を

利用すれば！ 

法務局はあなたの相続手続を応援します 

詳しくはこちら         をクリック！ 検 索

Ａ銀行(預金払戻) 

Ｂ銀行(預金払戻) 

登記所(相続登記) 

戸籍等 

提出 

提出 

提出 

・
・
・
・何度も書類を出し直ししなければ 

ならなくて面倒… 

松江地方法務局 

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

